
農業研修・経験

１年以上かつ
1,200時間以上

県の研修機関、
先進農家等で研修

農地を借りる

・農地中間管理事業**
(10年以上)による配分
（窓口：ひょうご農林機構）

・利用権設定(一般)
による公告
（窓口：農業委員会）

就農１年目 就農２年目以降

農地基本台帳
登載申請

（1,000㎡以上、1年以上
営農された方に限る）

（所要期間約１ヶ月）

新規就農の流れ ＜参考＞

農家資格

市認定の研修機関で
100時間以上＋安全講習

（1,000㎡未満）
研修 借りる×２年以上

神戸市農業委員会 R6年10月

農業体験

＊農地を買う場合は、
買受適格者であること

（農地が買える＊）
（各種証明）

ネクストファーマーの場合

**令和７年３月以降は
地域計画に担い手として
位置づけが必要

**


